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募集要領 

 

１ 意見募集の対象 

衛星放送の未来像に関するワーキンググループ報告書を踏まえ BS右旋の空き帯域の 4K

放送への割当てに関する基本的考え方についての意見募集 

 

２ 意見公募の趣旨・目的・背景 

  総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」（座長：多賀谷 一照 千葉大学名誉教授）

の下に設置された「衛星放送の未来像に関するワーキンググループ（以下「WG」という）

（主査：伊東 晋 東京理科大学名誉教授）」は、2018年 12月の新 4K・8K衛星放送の開

始やインターネット動画配信サービスの伸展、周波数有効利用のための制度改正、さらに

は新型コロナウイルス感染症拡大の影響など、衛星放送を取り巻く状況は大きく変化し

ていることを踏まえ、2020年４月から議論を行い、2021年 10月 29日に、同 WGの報告書

を公表しました。 

今般、WG 報告書の提言を踏まえ、総務省において BS 右旋の空き帯域を 4K 放送へ割り

当てるために必要な制度整備を行うに当たり、同報告書案に対する意見募集から既に１

年以上の時間が経過したこと等から、2022年 3月に BS右旋に新規３者が開局したことに

より、現在行われている BS右旋の帯域再編が終了したタイミングを捉え、広く国民に意

見を募集し、その意見を踏まえつつ検討を進めることが適当と考えられます。このため、

BS 右旋の空き帯域の 4K 放送への割当てに関する現時点の総務省の基本的考え方を別紙

１のとおり整理し、広く意見を広く募集します。 

 

３ 資料入手方法 

準備が整い次第、電子政府の総合窓口（e-Gov）(https://www.e-gov.go.jp/)の「パ

ブリックコメント」欄及び総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/)の「報道

資料」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布することとします。 

 

４ 意見の提出方法・提出先 

（１）の場合は、意見提出フォームに郵便番号、氏名及び住所（法人又は団体の場合は、

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メール

アドレス）を記載の上、提出期限までに提出してください。 

（２）～（３）のいずれかの場合は、意見書（別紙様式）に氏名及び住所（法人又は

団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番

号又は電子メールアドレス）を明記の上、提出期限までに提出してください。 

なお、提出意見は必ず日本語で記入してください。 

別紙２ 
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（１）電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用する場合 

電子政府の総合窓口「e-Gov」（http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）の意見

提出フォームから御提出ください。 

なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、（２）によ

り提出してください。 

（２）電子メールにより提出する場合 

電子メールアドレス：eisei-housou_atmark_soumu.go.jp 

総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課 宛て 

※ 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を

「@」に置き換えてください。 

 ※ 意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、(1)の電子政

府の総合窓口（e-Gov）を極力御利用いただきますよう、御協力の程よろしくお

願いいたします。 

（３）郵送により提出する場合 

〒100-8926 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課 宛て 

※ 意見の内容を保存した記録メディアを添えて提出いただくようお願いする場合

があります。その場合の条件は次のとおりです。 

・記録メディアの種類：CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW又は USBメモリ 

・ファイルはテキストファイル、マイクロソフト社 Wordファイル又はジャス

トシステム社一太郎ファイル（他のファイル形式とする場合は担当者まで

お問い合わせください。）としてください。 

・記録メディアには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。 

・送付いただいた記録メディアについては、返却できませんのであらかじめ御

了承ください。 

※ 電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて 10MB

となっています。 

 

３ 提出期限 

令和４年７月 22日（金）（必着） 

（郵送の場合は、同日付け必着） 

 

 

４ 留意事項 

・意見が 1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞれの

意見には、当該意見の対象の該当箇所（ページ番号等）を記載してください。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
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・提出意見については、総務省において取りまとめ、その全部又は一部について公表を行

う予定です。意見の内容の全部又は一部について非開示を希望される場合には、その旨

及び非開示項目を明確に記載してください。 

・意見募集に応じていただいた方について、必要に応じてヒアリングをお願いさせていた

だく場合があります。 

・御記入いただいた氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）は、提出意見の

内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。 

・提出された意見とともに、意見提出者名（法人又は団体にあってはその名称及び代表者

の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。）を公表する場合があり

ます。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿名を希望され

る場合には、その旨を記入してください（連絡担当者の氏名は公表しません。）。 

・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 

・意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象以外についての意見について

は、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ御了承ください。 

・提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示することが

あります。その場合には、提出された意見を連絡先窓口に備え付け、閲覧に供しますの

で、あらかじめ御了承ください。 

・提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあると

き、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又は公にす

ることがありますので、あらかじめ御了承ください。 
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様式 

意見書 

 

 

令和４年  月  日 

総務省情報流通行政局 

 衛星・地域放送課 宛て 

 

郵便番号 

（ふりがな） 

住所 

（ふりがな） 

氏名（注１） 

電話番号 

電子メールアドレス 

 

 

「衛星放送の未来像に関するワーキンググループ報告書を踏まえた BS 右旋の空き

帯域の 4K 放送への割当てに関する基本的考え方」に関し、別紙のとおり意見を提出

します。 

 

注 1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。  

注 2 用紙の大きさは、日本工業規格 A列 4番とすること。 

注 3 別紙にはページ番号を記載すること。 

 

 

別紙 

 

 

意見対象項目 御意見 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


